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違約金請求書 

 

 当団体は，消費者契約法１３条に基づき内閣総理大臣より認定を受けた適格消費者団体で

す。 

 当団体は，貴社に対して提起した消費者契約法１２条３項に基づく差止請求訴訟（大阪地

方裁判所平成２０年（ワ）第１１０４４号事件）において，２００９年３月４日，貴社との

間に，（１）不当勧誘行為の事実確認，（２）不当勧誘行為の停止，（３）消費者からの取

消要求への応諾・受領代金返還，（４）消費者からの解約等の申出への誠実な対応，（５）

不当勧誘行為を行った場合の違約金支払，（６）従業員への周知徹底，研修指導，（７）周

知徹底措置の実行状況の報告，（８）消費者が和解内容についての正確な情報にアクセスす

ることを確保すること等を内容とする訴訟上の和解をしました（以下，「本件和解」といい

ます。）。 

 しかるに，その後も，貴社従業員が，消費者に対して，英会話教室の受講契約締結の勧誘

に際し，①営業所からの退去妨害，②「いつでも好きなときに受講できる」等の不実告知，

③レッスン開講日及び開講時間が予め受講者のコースに応じて定められており，またカリキ

ュラムも約１０日前になってようやく半月分が発表される等の不利益事実を告げないまま，

「受講期間内の受講回数は無制限です」「他の英会話教室に比べて受講料が安い」などの消

費者にとって利益を告げる行為，④消費者に対し，不招請かつ執拗な電話勧誘や事業所での

長時間勧誘など，「迷惑を覚えさせるような仕方」で勧誘する行為，⑤消費者に対し，「こ

の場で決断しなさい。」などの威迫的な文言を用いたり，人格的非難にわたるような文言を



用いるなどして困惑させる行為，⑥契約の締結に関する判断力が不足している消費者に対す

る，その判断力の不足に乗じた勧誘行為，⑦その財産の状況に照らして契約を締結させるこ

とが不適当な消費者に対する勧誘行為を数多く行っていることが判明しました。 

 これは，本件和解条項第２項の違反にあたるものであり，貴社が，誠実に本件和解条項に

したがわなかったことは極めて残念です。貴社に対しては，今後，本件和解で定められた内

容を遵守し，このような不当な勧誘行為を行わないことを，強く求めます。 

 また，貴社に対しては，本件和解条項に違反する下記１ないし３記載の各消費者への勧誘

行為について，本件和解条項第５項に基づき，当団体に違約金を支払うよう求めます。 

 なお，当団体への違約金は，本書面が貴社に到達した日から７日間を経過する日限り，下

記４記載の口座に振り込む方法にて支払って下さい。 
なお，万一期日までに支払いがない場合は，法的な執行手続きをとらせていただきます。 

 

記 

１ 消費者 Ａ 氏 

（１）受講契約 平成２１年３月１９日 

（２）貴社従業員の勧誘行為 

貴社従業員Ｚ氏は，平成２１年３月１８日，英会話教室の受講契約の勧誘に際し，Ａ

氏に対し，「好きなだけ授業を受けられる。」「ほかの英会話学校よりも安い。」など

と申し述べた。 

さらに，Ｚ氏は，貴社営業所において，契約するかどうかを決めかねて「親に相談し

たい。」と述べるなどして退去を申し出たＡ氏に対し，「いや，これは親には相談せず

に，自分で決めてほしい。自分の稼いだお金で払うのだから。」と述べ，「いったん帰

らせてください。」と述べるなどして退去を申し出たＡ氏に対し，「いや，決断力を見

せる意味でもこの場で決めよう。今するか，一生しないのかのどちらかだ。」といって，

退去をさせず，その場で契約締結を約束させた。 

これらの行為は，本件和解条項第２項①，②及び③の勧誘行為に該当する。 

 

２ 消費者 Ｂ 氏 

（１）受講契約 なし 

（２）貴社従業員の勧誘行為 

貴社従業員Ｙ氏は，平成２１年９月２日，英会話教室の受講契約の勧誘に際し，貴社

営業所において，Ｂ氏に対し，翌日も営業所に来るように告げて引き続き勧誘を続けよ

うとし，Ｂ氏がこれを断ったところ，Ｙ氏は「Ｂくんみたいに，のんびりした態度では

社会では通用しないよ。」などと申し述べ，さらに，「もう十分話は聞けました。」な

どとして退去を申し出たＢ氏に対して，約３０分にわたり勧誘を続けて，翌日営業所に

来る約束をさせた。 



さらに，Ｙ氏の上司にあたる貴社従業員の男性は，平成２１年９月３日，カリキュラ

ムが学校側で決められている，ということなどの説明をしないまま，「自分の好きな時

間に来て，自分でスケジュールを立てることができる。」といって，自由に受講できる

ということを強調した。 

また，同従業員は，契約締結を断ったＢ氏に対し，「俺は，大学のときにバイトを３

つしてて，サークルもしてて，バンドもしてた。それに比べて，君なんかバイトだけで，

へなちょこだ。」などと述べ，さらに，「今のままだったら，君は社会人になっても通

用しないよ。」「君は，自分を守っているだけだ。」などとして退去をさせず，さらに

約２０分～３０分にわたり勧誘を継続した。 

これらの行為は，本件和解条項第２項①，②及び③の勧誘行為に該当する。 

 

３ 消費者 Ｃ 氏 

（１）受講契約 平成２１年５月２５日 

（２）貴社従業員の勧誘行為 

   貴社従業員は，平成２１年５月２５日，英会話教室の受講契約の勧誘に際し，Ｃ氏に

対して，レッスンの開講日や時間があらかじめコースによって定まっていたり，後でい

うように，実際は予約がなかなか思うようにとれないこと等を告げないまま，「レッス

ンは予約制だけど，好きなときに，無制限に受講できる。」などと説明した。 

また，貴社従業員は，「無理です。」などとして契約勧誘を断ったＣ氏に対し，「ア

ルバイトして稼いでいるから，楽勝でしょ。」などと述べ，また，「家に帰って冷静に

なってから考えたい。」と伝えるなどして退去を申し出たＣ氏に対し，「ここで決めな

いと後悔する。」「すぐに判断することが必要。」と述べるなどして，その場で契約を

締結させた。 

   これらの行為は，本件和解条項第２項①，②及び③の勧誘行為に該当する。 

 

４ 当団体への違約金 

上記１ないし３記載の消費者一人につき各５０万円 計 １５０万円 

 （振込口座の表示） 
※※※※銀行 普通預金口座 店番号※※ ※※※支店 口座番号※※※※※※※※ 
名義 特定非営利活動法人 消費者支援機構関西 理事長 榎 彰德 違約金受領口座 

以 上  


